
JP 2009-135184 A 2009.6.18

10

(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】支持体上に配線層と絶縁層を積層した後に支持
体を除去することにより形成される配線部材に補強部材
を設けてなる配線基板及びその製造方法に関し、薄型化
を図りつつ機械的強度の向上を図る。
【解決手段】絶縁層２０，２０ａ，２０ｂ，２０ｃと配
線層１８，１８ａ，１８ｂ，１８ｃ，１８ｄとが積層さ
れてなる配線部材３０Ｂと、この配線部材３０Ｂの前記
絶縁層間に設けられた補強体５０Ａとを有する配線基板
であって、この補強体５０Ａを複数の線状部材が交錯さ
れた構成とする。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　絶縁層と配線層とが積層されてなる配線部材と、
　該配線部材の前記絶縁層間に設けられた補強体とを有する配線基板であって、
　該補強体は、複数の線状部材を交錯させた構成である配線基板。
【請求項２】
　前記補強体は、前記配線部材の厚さ方向に対する中心位置に配設されてなる請求項１記
載の配線基板。
【請求項３】
　前記補強体は、前記配線部材の厚さ方向に対する中心位置を挟んでその上下に離間して
配置されてなる請求項１記載の配線基板。
【請求項４】
　前記補強体は、平面視で、少なくとも十字形状、アスタリスク形状、メッシュ形状から
選択される一の形状を有してなる請求項１乃至３のいずか一項に記載の配線基板。
【請求項５】
　複数の線状部材を交錯させた構成とされた補強体に保護部材を配設する工程と、
　該保護部材上に金属膜により電極を形成する工程と、
　該保護部材及び前記補強体を覆うよう第１の樹脂部材を形成することによりベース半体
を形成する工程と、
　該ベース半体から前記保護部材を除去すると共に、該保護部材が除去された面に第２の
樹脂材を配設する工程と、
　前記第１及び第２の樹脂部材に、前記電極を露出させる開口部を形成する工程と、
　前記開口部内及び前記第１及び第２の樹脂部材の表面に配線金属層を形成することによ
りベース体を形成する工程と、
　該ベース体上に配線層と絶縁層を積層して配線部材を形成する工程と、
を有する配線基板の製造方法。
【請求項６】
　支持体上に配線層と絶縁層を積層して配線部材を形成する工程と、
　前記配線部材から前記支持基板を除去する工程とを有する配線基板の製造方法において
、
　前記配線部材の形成途中に、前記絶縁層上に複数の線状部材を交錯させた構成の補強体
を設ける工程を行う配線基板の製造方法。
【請求項７】
　前記補強体を設ける工程は、
　前記配線部材の形成途中に複数回実施する請求項６記載の配線基板の製造方法。
【請求項８】
　前記補強体を設ける工程は、
　前記配線部材の形成途中において、前記配線部材が所定厚さの半分まで形成された際に
１回実施する請求項６記載の配線基板の製造方法。
【請求項９】
　前記補強体を設ける工程では、
　前記補強体を前記絶縁層上に搭載する請求項６乃至８のいずれか一項に記載の配線基板
の製造方法。
【請求項１０】
　前記補強体を設ける工程は、
　めっき法を用いて前記絶縁層上に前記補強体を形成する処理を含む請求項６乃至８のい
ずれか一項に記載の配線基板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は配線基板及びその製造方法に係り、支持体上に配線層と絶縁層を積層した後に
支持体を除去することにより形成される配線部材に補強部材を設けてなる配線基板及びそ
の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、電子部品が実装される配線基板を製造する方法として、支持体の上に剥離でき
る状態で所要の配線層を形成した後に、配線層を支持体から分離して配線基板を得る方法
がある。この種の配線基板の製造方法では、ビルドアップ配線層の形成時には支持体が存
在するため、ビルドアップ配線層を確実に精度よく形成することができる。また、ビルド
アップ配線層が形成された後は支持体は除去されるため、製造される配線基板の薄型化及
び電気的特性の向上を図ることができる。
【０００３】
　図１（Ａ）は、この製造方法により製造された配線基板の一例を示している。同図に示
す配線基板１００は、配線層１０２と絶縁層１０３とを積層することにより配線部材１０
１を形成し、その上部に上部電極パッド１０７を形成すると共に、下部に下部電極パッド
１０８を形成した構成としている。また、上部電極パッド１０７にははんだバンプ１１０
が形成され、また下部電極パッド１０８は配線部材１０１の下面に形成されたソルダーレ
ジスト１０９から露出するよう構成されている。
【０００４】
　しかしながら、支持体が完全に除去された配線基板１００は、基板自体の機械的な強度
が小さい。よって、図１（Ｂ）に示すように外力が印加された場合には、容易に配線基板
１００が変形してしまうという問題点があった。
【０００５】
　このため特許文献１に開示されるように、配線部材１０１上に上部電極パッド１０７の
形成領域を囲繞するように補強部材１０６を接着等により配設し、これにより配線基板１
００の機械的強度を高めることが提案されている（補強部材１０６を図１（Ａ）に一点鎖
線で示す）。
【特許文献１】特開２０００－３２３６１３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記のように配線部材１０１の表面上に補強部材１０６を積み重ねるように固定する構
成では、配線基板１００の全体としての厚さが大きくなり、薄型化の要求に対応すること
ができない。また、配線基板１００の表面に形状の大きな金属材よりなる補強部材１０６
が存在するため、当該配線基板１００に実装される半導体素子の形態によっては、補強部
材１０６が実装の邪魔になる可能性があるという問題点もあった。
【０００７】
　本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、薄型化を図りつつ機械的強度の向上を
図りうる配線基板及びその製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記の課題は、本発明の第１の観点からは、
　絶縁層と配線層とが積層されてなる配線部材と、
　該配線部材の前記絶縁層間に設けられた補強体とを有する配線基板であって、
　該補強体が複数の線状部材を交錯させた構成である配線基板により解決することができ
る。
【０００９】
　また上記発明において、前記補強体は前記配線部材の厚さ方向に対する中心位置に配設
してもよい。
【００１０】
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　また上記発明において、前記補強体は前記配線部材の厚さ方向に対する中心位置を挟ん
でその上下に離間して配置してもよい。
【００１１】
　また上記発明において、前記補強体は、平面視で、少なくとも十字形状、アスタリスク
形状、メッシュ形状から選択される一の形状を有することが望ましい。
【００１２】
　また上記の課題は、本発明の第２の観点からは、
　複数の線状部材を交錯させた構成とされた補強体に保護部材を配設する工程と、
　該保護部材上に金属膜により電極を形成する工程と、
　該保護部材及び前記補強体を覆うよう第１の樹脂部材を形成することによりベース半体
を形成する工程と、
　該ベース半体から前記保護部材を除去すると共に、該保護部材が除去された面に第２の
樹脂材を配設する工程と、
　前記第１及び第２の樹脂部材に、前記電極を露出させる開口部を形成する工程と、
　前記開口部内及び前記第１及び第２の樹脂部材の表面に配線金属層を形成することによ
りベース体を形成する工程と、
　該ベース体上に配線層と絶縁層を積層して配線部材を形成する工程とを有する配線基板
の製造方法により解決することができる。
【００１３】
　また上記の課題は、本発明の第３の観点からは、
　支持体上に配線層と絶縁層を積層して配線部材を形成する工程と、
　前記配線部材から前記支持基板を除去する工程とを有する配線基板の製造方法において
、
　前記配線部材の形成途中に、前記絶縁層上に複数の線状部材を交錯させた構成の補強体
を設ける工程を行う配線基板の製造方法により解決することができる。
【００１４】
　また上記発明において、前記補強体を設ける工程は前記配線部材の形成途中に複数回実
施することとしてもよい。
【００１５】
　また上記発明において、前記補強体を設ける工程は、前記配線部材の形成途中において
、前記配線部材が所定厚さの半分まで形成された際に１回実施することとしてもよい。
【００１６】
　また上記発明において、前記補強体を設ける工程では、前記補強体を前記絶縁層上に搭
載することとしてもよく、まためっき法を用いて前記絶縁層上に前記補強体を形成する処
理を含むこととしてもよい。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、配線部材の前記絶縁層間に、複数の線状部材を交錯させた構成である
補強体を設けたことにより、配線基板に対し種々の方向から応力や外力が印加されたとし
ても、この応力等を受ける線状部材は複数交錯された構成であるため、いずれの方向から
の応力等に対してもこれを低減することがでる。また、従来のような平板状の補強体に比
べ、配線基板の軽量化を図ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　次に、本発明を実施するための最良の形態について図面と共に説明する。
（第１実施形態）
　図２及び図３は、本発明の第１実施形態である配線基板１Ａを示している。図２は配線
基板１Ａの部分断面図であり、図３は配線基板１Ａを平面視した状態を示している。
【００１９】
　本実施形態に係る配線基板１Ａは、大略すると配線部材３０Ａと補強体５０Ａとにより
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構成されている。この配線基板１Ａは、平面視で例えば一辺の長さＬ１（図３に矢印で示
す）が30mm～50mmの矩形状を有している。この配線基板１Ａには、例えば半導体チップ１
１（図３に外形のみ示す）が実装される
　配線部材３０Ａは、ベース体１７、第２配線層１８ａ、第３配線層１８ｂ、及びソルダ
ーレジスト２１，２２等により構成されている。ベース体１７は配線部材３０Ａの略中央
位置に設けられている。このベース体１７は、上部に位置するベース半体１７ａと、下部
に位置するベース半体１７ｂとにより構成されている。
【００２０】
　ベース半体１７ａは、エポキシ系樹脂或いはポリイミド系樹脂等の樹脂材により形成さ
れた絶縁層半体２０-1と、この絶縁層半体２０-1に形成された第１配線層１８及び第２配
線層１８ａにより構成されている。第１配線層１８は、ベース半体１７ａとベース半体１
７ｂとの接合位置に形成されている。また、第２配線層１８ａは配線部とビア部とにより
構成されており、ビア部は第１配線層１８に接続された構成とされている。
【００２１】
　一方、ベース半体１７ｂは、エポキシ系樹脂或いはポリイミド系樹脂等の樹脂材により
形成された絶縁層半体２０-2と、この絶縁層半体２０-2に形成された第２配線層１８ａに
より構成されている。この第２配線層１８ａは配線部とビア部とにより構成されており、
ビア部は第１配線層１８に接続された構成とされている。従って、ベース半体１７ａに形
成された第２配線層１８ａと、ベース半体１７ｂに形成された第２の配線層１８ａとは、
第１配線層１８を介して電気的に接続された構成となっている。
【００２２】
　上記構成とされたベース体１７の上部及び下部には、第２絶縁層２０ａ、第３配線層１
８ｂ、及びソルダーレジスト２１，２２等が配設された構成とされている。第２絶縁層２
０ａは例えばエポキシ系樹脂或いはポリイミド系樹脂等の樹脂材により形成されており、
また第３配線層１８ｂはＣｕ（銅）により形成されている。この第２絶縁層２０ａ及び第
３配線層１８ｂは、後述するようにビルドアップ法を用いてベース体１７の上下両面にそ
れぞれ形成される。
【００２３】
　ソルダーレジスト２１，２２は、第３配線層１８ｂの外部接続端子となる部位を除き、
配線部材３０Ａの正面を覆っている。また、第３配線層１８ｂのソルダーレジスト２２か
ら露出した部分には、パッド表面めっき層２５，２６が形成されている。このパッド表面
めっき層２５，２６は、Ｎｉ（ニッケル）とＡｕ（金）をめっきすることにより積層した
構造とされている。
【００２４】
　補強体５０Ａは、配線部材３０Ａの厚さ方向に対する略中心位置に配設されている。具
体的には補強体５０Ａは、ベース体１７内のベース半体１７ａとベース半体１７ｂとの境
界位置において、一対の絶縁層半体２０-1，２０-2間に挟まれた状態で配設されている。
この補強体５０Ａは、図３に示すように、直線状の複数の線状部材５１Ａを交錯させ、全
体としてメッシュ形状を有した構成とされている。
【００２５】
　各線状部材５１Ａは、金属、ガラス、シリコン、セラミック、硬質樹脂、或いは銅張り
積層板等を適用することができる。また、各線状部材５１Ａの幅Ｗ１及び高さＨ（高さＨ
については、図４参照）は50μｍ～400μｍの範囲で選定することができ、その中でも100
μｍとすることが好ましい。また、隣接する線状部材５１Ａ間のピッチＰは、200μｍ～8
00μｍの範囲で選定することができ、その中でも500μｍとすることが好ましい。尚、図
３では補強体５０Ａを均一なメッシュ構造として示しているが、第１及び第２配線層１８
，１８ａと干渉しないようメッシュ形状は適宜変形されている。
【００２６】
　上記のように本実施形態に係る配線基板１Ａによれば、熱印加による内部応力が配線基
板１Ａ内に発生した場合、また配線基板１Ａに対して外力が印加されたりしたたような場
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合においても、この応力や外力は補強体５０Ａにより受けられ、これらの力が絶縁層２０
，２０ａ及び配線層１８，１８ａ，１８ｂに印加されることはない。
【００２７】
　更に、本実施形態に係る補強体５０Ａは、繊維が織り込まれたようなメッシュとは異な
り、複数の線状部材５１Ａが複数交錯された梁構造を有する。このため、種々の方向から
の応力及び外力に対しても、これに対応することができ、よって配線基板１Ａに変形が発
生することを有効に防止することができる。
【００２８】
　また、本実施形態の補強体５０Ａは多数の空間部が内在するメッシュ形状であるため、
従来の枠状の補強体に比べ、配線基板の軽量化を図ることもできる。
【００２９】
　次に、上記した配線基板１Ａの製造方法について説明する。図４～図６は、本発明の第
１実施形態の配線基板１Ａの製造方法を説明するための図である。
【００３０】
　配線基板１Ａを製造するには、先ず図４（Ａ）に示すように、補強体５０Ａを用意する
。この補強体５０Ａは、前記のようにメッシュ形状を有しており、金属、ガラス、シリコ
ン、セラミック等により形成されている。尚、本実施例で用いる補強体５０Ａは、配線基
板１Ａの製造工程は別の製造工程において予め製造されたものである。
【００３１】
　この補強体５０Ａには、図４（Ｂ）に示すように、保護テープ１３が配設される。この
保護テープ１３は例えば接着剤が塗布された樹脂テープであり、その厚さは例えば100μ
ｍである。
【００３２】
　次に、図４（Ｃ）に示すように、保護テープ１３の表面にＣｕ箔１４（請求項に記載の
金属膜）を配設する。このＣｕ箔１４は例えば18μｍを有し、真空ラミネート法を用いて
保護テープ１３の上面及び補強体５０Ａの表面に貼着される。
【００３３】
　次に、図４（Ｄ）に示すように、Ｃｕ箔１４の後述する第１配線層１８の形成位置上に
、レジスト材１６を形成する。このレジスト材１６を形成するには、先ず保護テープ１３
の上面にドライフィルムを配設し、これをパターニングすることにより形成する。尚、ド
ライフィルム状のレジスト膜に対し、予め第１配線層１８の形成位置を除き開口部を形成
しておき、これを保護テープ１３上に配設することとしてもよい。
【００３４】
　次に、図５（Ａ）に示すように、レジスト材１６をマスクとしてＣｕ箔１４に対してエ
ッチング処理を行う。このエッチング処理が終了すると、レジスト材１６は除去され、こ
れにより図５（Ｂ）に示すように第１配線層１８が形成される。
【００３５】
　このように保護テープ１３上に第１配線層１８が形成されると、図５（Ｃ）に示すよう
に、保護テープ１３上に第１配線層１８及び補強体５０Ａを覆うように絶縁層半体２０-1
が形成される。
【００３６】
　この絶縁層半体２０-1の材料としては、エポキシ系樹脂、ポリイミド系樹脂などの樹脂
材が使用される。また、絶縁層半体２０-1の形成方法の一例としては、保護テープ１３に
樹脂フィルムをラミネートした後に、樹脂フィルムをプレス（押圧）しながら１３０～１
５０℃の温度で熱処理して硬化させることにより絶縁層半体２０-1を得ることができる。
【００３７】
　上記のように絶縁層半体２０-1が形成されると、図５（Ｄ）に示すように、保護テープ
１３が絶縁層半体２０-1から剥離される。この際、第１配線層１８及び補強体５０Ａは、
絶縁層半体２０-1内に埋設された構成であるため、保護テープ１３を剥離しても、これと
共に第１配線層１８及び補強体５０Ａが剥離するようなことはない。
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【００３８】
　続いて、図５（Ｅ）に示すように、絶縁層半体２０-1の下面に絶縁層半体２０-2が配設
される。この絶縁層半体２０-2の材料は、前記の絶縁層半体２０-1と同様に、エポキシ系
樹脂、ポリイミド系樹脂などの樹脂材を用いることができる。また、絶縁層半体２０-2は
絶縁層半体２０-1と同一の形成方法により形成することができ、具体的には絶縁層半体２
０-1に樹脂フィルムをラミネートした後に、樹脂フィルムをプレス（押圧）しながら１３
０～１５０℃の温度で熱処理して硬化させることにより絶縁層半体２０-2を得ることがで
きる。これにより、絶縁層半体２０-1と絶縁層半体２０-2とよりなる第１絶縁層２０が形
成される。
【００３９】
　上記のように第１絶縁層２０が形成されると、第１絶縁層２０に接続パッド１８が露出
するようにレーザ加工法等を用いて第１ビアホール２０Ｗを形成する。このレーザ加工に
よる第１ビアホール２０Ｗの形成は、絶縁層半体２０-1及び絶縁層半体２０-2の双方に対
して実施される。このため、図６（Ａ）に示すように、第１配線層１８は上下両面におい
て第１絶縁層２０から露出した状態となる。
【００４０】
　続いて、第１絶縁層２０に対してセミアディティブ法を用いて第２配線層１８ａの形成
処理を行う。具体的には、第１ビアホール２０Ｗに対してディスミア処理することにより
洗浄した後、第１ビアホール２０Ｗの内面及び第１絶縁層２０の上面に無電解Ｃｕめっき
を行うことによりシード層を形成する。続いてレジスト材を配設すると共に第１配線層１
８ａの形成位置以外の部分が残るようパターニングを行う。
【００４１】
　次に、シード層を給電層としてＣｕの電解めっきを行い、第２配線層１８ａの形成を行
う。このようにして第２配線層１８ａが形成されると、レジスト材及びシード層の除去が
行われ、これにより図６（Ｂ）に示すベース体１７が形成される。このようにして形成さ
れたベース体１７は、絶縁層半体２０-1内に補強体５０Ａ，第１配線層１８，及び第２配
線層１８ａが形成されたベース半体１７ａと、絶縁層半体２０-2に第２配線層１８ａが形
成されたベース半体１７ｂとが接合された構造を有する。
【００４２】
　上記のようにベース体１７が形成されると、このベース体１７の上面及び下面に第２絶
縁層２０ａ及び第３配線層１８ｂが形成される。この第２絶縁層２０ａ及び第３配線層１
８ｂの形成は、ビルドアップ法及びセミアディティブ法を用いて形成する。
【００４３】
　具体的には、ベース体１７の両面に第２絶縁層２０ａを形成し、これに対してビアの形
成位置にレーザ加工により第２ビアホール２０Ｘの形成を行う。次に、第２ビアホール２
０Ｘに対してディスミア処理を行って後、第２ビアホール２０Ｘの内面及び第２絶縁層２
０ａの表面に無電解Ｃｕめっきを行うことによりシード層を形成する。続いてレジスト材
を配設すると共に第３配線層１８ｂの形成位置以外の部分が残るようパターニングを行う
。
【００４４】
　次に、シード層を給電層としてＣｕの電解めっきを行い、第３配線層１８ｂの形成を行
う。このようにして第３配線層１８ｂが形成されると、レジスト材及びシード層の除去が
行われ、これにより図６（Ｃ）に示す配線部材３０Ａが形成される。続いて、ソルダーレ
ジスト２２及びパッド表面めっき層２５，２６の形成を行うことにより、図２に示す配線
基板１Ａが製造される。尚、上記した例では、合計で４層のビルドアップ配線層を形成し
たが、ｎ層（ｎは１以上の整数）のビルドアップ配線層を形成してもよい。
【００４５】
　上記した製造方法によれば、補強体５０Ａの配設位置を中心として各絶縁層２０，２０
ａ及び各配線層１８，１８ａ，１８ｂが形成されるため、補強体５０Ａを中心とした上下
のバランスが良好となり、内部応力の発生を抑制することができる。また、補強体５０Ａ
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は中心の一層のみで構成されているため、部材コストの低減を図ることができる。
（第２実施形態）
　次に、本発明の第２実施形態について説明する。図７は第２実施形態である配線基板１
Ｂを示す断面図であり、図８乃至図１０は配線基板１Ｂの製造方法を示している。尚、図
８乃至図１０において、第１実施形態の説明に用いた図２乃至図６で示した構成と対応す
る構成については、同一符号を付してその説明は適宜省略することとする。
【００４６】
　前記した第１実施形態に係る配線基板１Ａは、補強体５０Ａの配設位置を中心として各
絶縁層２０，２０ａ及び各配線層１８，１８ａ，１８ｂを形成した構成であったため、各
配線層１８，１８ａ，１８ｂに形成されるビア部の形状も補強体５０Ａの配設位置を中心
として対象に積層する形状とされていた。
【００４７】
　これに対して本実施形態に係る配線基板１Ｂは、後述するように各絶縁層２０，２０ａ
，２０ｂ，２０ｃ及び配線層１８，１８ａ，１８ｂ，１８ｃ，１８ｄを第１絶縁層２０か
ら第４絶縁層２０ｃに向けて順次積層して形成したことを特徴としている。このため、各
配線層１８ａ，１８ｂ，１８ｃ，１８ｄに形成されるビア部の形状は同一の向きとなって
いる。
【００４８】
　しかしながら、本実施形態に係る配線基板１Ｂも第１実施形態に係る１Ｂと同様に補強
体５０Ａが配線部材３０Ｂの中心位置に配設されているため、配線部材３０Ｂを確実に補
強することができ、種々の方向から応力が外力が印加されても、配線基板１Ｂに変形が発
生することを有効に防止することができ、また配線基板１Ｂの軽量化を図ることができる
。また、支持体１０の両面に同一構成の配線部材を形成できるため、生産性の向上を図る
ことができる。
【００４９】
　次に、上記構成とされた配線基板１Ｂの製造方法について説明する。
【００５０】
　配線基板１Ｂを製造するには、先ず図８（Ａ）に示すように、支持体１０を用意する。
本実施例では支持体１０として銅箔を用いている。この銅箔の厚さは、例えば３５～１０
０μｍである。
【００５１】
　この支持体１０には、ソルダーレジスト２１及びパッド表面めっき層２５が形成されて
いる。ソルダーレジスト２１は所定位置に開口部が形成されており、この開口部内にはパ
ッド表面めっき層２５が形成されている。このパッド表面めっき層２５はＡｕ膜，Ｐｄ膜
，Ｎｉ膜を積層した構造を有し、例えばめっき法やスパッタ法を用いて形成することがで
きる。
【００５２】
　この支持体１０上にはレジスト膜（図示せず）が形成されると共にこのレジスト膜に対
してパターニング処理を行い、接続パッド１８の形成位置に対応する位置に開口部を形成
する。次に、支持体１０をめっき給電層に利用するＣｕの電解めっきにより、支持体１０
上に第１配線層１８を形成する。この際、第１配線層１８は、前記のパッド表面めっき層
２５上にも形成される。続いて、レジスト膜が除去されることにより、図８（Ｂ）に示す
ように、支持体１０上に所定の形状の第１配線層１８が形成される。尚、この接続パッド
１８は、配線基板１Ｂの外部接続端子として機能する。
【００５３】
　続いて、支持体１０に接続パッド１８を被覆する第１絶縁層２０を形成する。この第１
絶縁層２０の材料としては、エポキシ系樹脂、ポリイミド系樹脂などの樹脂材が使用され
る。第１絶縁層２０の形成方法の一例としては、支持体１０に樹脂フィルムをラミネート
した後に、樹脂フィルムをプレス（押圧）しながら１３０～１５０℃の温度で熱処理して
硬化させることにより第１絶縁層２０を得ることができる。
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【００５４】
　次いで、支持体１０に形成された第１絶縁層２０に、接続パッド１８が露出するように
レーザ加工法等を用いて第１ビアホール２０Ｗを形成する。続いて、支持体１０上に形成
された接続パッド１８に第１ビアホール２０Ｗを介して接続される第２配線層１８ａを形
成する。この第２配線層１８ａは銅（Ｃｕ）からなり、第１絶縁層２０上に形成される。
この第２配線層１８ａは、例えばセミアディティブ法により形成される。
【００５５】
　具体的には、先ず無電解めっき又はスパッタ法により第１ビアホール２０Ｗ内及び第１
絶縁層２０の上面にＣｕシード層を形成した後に、第２配線層１８ａに対応する開口部を
備えたレジスト膜を形成する。次いで、Ｃｕシード層をめっき給電層に利用した電解めっ
きにより、レジスト膜の開口部にＣｕ層パターンを形成する。
【００５６】
　続いて、レジスト膜を除去した後に、Ｃｕ層パターンをマスクにしてＣｕシード層をエ
ッチングすることにより、第２配線層１８ａを得る。尚、第２配線層１８ａの形成方法と
しては、上記したセミアディティブ法の他にサブトラクティブ法などの各種の配線形成方
法を採用できる。
【００５７】
　次いで、上記と同様な工程を繰り返すことにより、支持体１０に第２配線層１８ａを被
覆する第２絶縁層２０ａを形成した後に、第２配線層１８ａ上の第２絶縁層２０ａの部分
に第２ビアホール２０Ｘを形成する。さらに、第２ビアホール２０Ｘを介して第２配線層
１８ａに接続される第３配線層１８ｂを支持体１０の第２絶縁層２０ａ上に形成する。図
９（Ａ）は、第３配線層１８ｂが形成された支持体１０を示している。
【００５８】
　この第３配線層１８ｂが形成された状態は、配線部材３０Ｂがその厚さ方向に対して約
半分の厚さまで形成された状態である。このように、配線部材３０Ｂがその厚さ方向に対
して約半分の厚さまで形成されると、続いて第２絶縁層２０ａの上面に補強体５０Ａが搭
載される。
【００５９】
　尚、本実施形態においても、補強体５０Ａは配線基板１Ｂの製造工程は別の製造工程で
予め製造されたものである。この補強体５０Ａは、接着剤を用いて第２絶縁層２０ａの上
部に仮止めされる。
【００６０】
　また、補強体５０Ａは第３配線層１８ｂと干渉しないように第２絶縁層２０ａ上に配置
する必要がある。このため、位置決め用のガイドピン（図示せず）を予め設けておき、こ
れにより第２絶縁層２０ａ上に補強体５０Ａを高精度に配置する構成としてもよい。
【００６１】
　上記のように補強体５０Ａが装着されると、図９（Ｃ）に示すように、支持体１０に補
強体５０Ａ及び第３配線層１８ｂを被覆するように第３絶縁層２０ｂを形成する。その後
、図９（Ｄ）に示すように、第３配線層１８ｂ上の第３絶縁層２０ｂの所定部分に、第３
配線層１８ｂと連通する第３ビアホール２０Ｙをレーザ加工により形成する。続いて、図
１０（Ａ）に示すように、第３ビアホール２０Ｙを介して第３配線層１８ｂに接続される
第４配線層１８ｃを第３絶縁層２０ｂ上に形成する。
【００６２】
　上記のように第４配線層１８ｃが形成されると、この第４配線層１８ｃを被覆するよう
に第４絶縁層２０ｃを形成する。その後、第４配線層１８ｃ上の第４絶縁層２０ｃの所定
部分に、第４配線層１８ｃと連通する第４ビアホール２０Ｚをレーザ加工により形成する
。続いて、図１０（Ｂ）に示すように、第４ビアホール２０Ｚを介して第４配線層１８ｃ
に接続される第５配線層１８ｄを第４絶縁層２０ｃ上に形成する。以上の工程を経ること
により、配線部材３０Ｂが形成される。
【００６３】
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　尚、上記した例では、５層のビルドアップ配線層（第１～第５配線層１８～１８ｄ）を
形成したが、ｎ層（ｎは１以上の整数）のビルドアップ配線層を形成してもよい。
【００６４】
　上記のように配線部材３０Ｂが形成されると、第４絶縁層２０ｃ上には図１０（Ｃ）に
示すように、所定位置に開口部が設けられたソルダーレジスト２２が形成される。このソ
ルダーレジスト２２の開口部内に露出する第５配線層１８ｄが外部接続端子となる。この
開口部から露出した第５配線層１８ｄの表面には、パッド表面めっき層２６が形成される
。このパッド表面めっき層２６は、前記したパッド表面めっき層２５と同一の構成である
。
【００６５】
　次に、支持体として機能してきた支持体１０を除去する。この支持体１０の除去は、塩
化第二鉄水溶液、塩化第二銅水溶液又は過硫酸アンモニウム水溶液などを用いたウェット
エッチングにより行うことができる。この際、接続パッド１８は最表面にパッド表面めっ
き層２５が形成されているため、第１配線層１８及び第１絶縁層２０に対し、支持体１０
を選択的にエッチングして除去することができる。これにより、図７に示す配線基板１Ｂ
が製造される。
【００６６】
　上記した製造方法によれば、強固な支持体１０上に各絶縁層２０，２０ａ，２０ｂ，２
０ｃ及び各配線層１８，１８ａ，１８ｂ，１８ｃ，１８ｄを積層するため、各絶縁層及び
配線層を精度良く形成することができると共に、補強体５０Ａを適正位置に設置すること
ができる。これにより、補強体５０Ａと第３及び第４配線層１８ｂ，１８ｃとの干渉を防
止することができ、高い信頼性をもって配線基板１Ｂを製造することができる。
【００６７】
　また、上記の実施形態では支持体１０の片面にのみに配線部材３０Ｂを形成する構成及
び製造方法を示したが、支持体１０の両面に補強体５０Ａを設けた配線部材３０Ｂ形成す
ることも可能である。この構成とした場合には、ひとつの支持体１０を用いてふたつの配
線基板１Ｂを製造することができるため、製造効率の向上を図ることができる。
（第３実施形態）
　次に、本発明の第３実施形態について説明する。図１１は第３実施形態である配線基板
１Ｃを示す断面図であり、図１２及び図１３は配線基板１Ｃの製造方法を示している。尚
、以下説明する各実施形態で用いる図１１乃至図１７において、第２実施形態の説明に用
いた図７乃至図１０で示した構成と対応する構成については、同一符号を付してその説明
は適宜省略することとする。
【００６８】
　前記した第２実施形態に係る配線基板１Ｂは、配線基板１Ｂの製造工程とは別工程で作
製された補強体５０Ａを用いる構成とした。これに対して本実施形態では、補強体５０Ｂ
を配線基板１Ｃの製造工程内において同時に形成したことを特徴とするものである。この
ため、本実施形態に係る配線基板１Ｃでは、補強体５０Ｂは配線層と同一材質であるＣｕ
により形成されている。
【００６９】
　このように、補強体５０Ｂを配線層と同一材質としても、この補強体５０Ｂを複数の線
状部材が交錯した構成とすることにより、配線部材３０Ｃを確実に補強することができ、
種々の方向から応力が外力が印加されても、配線基板１Ｃに変形が発生することを有効に
防止することができ、更に配線基板１Ｃの軽量化を図ることもできる。また、上記のよう
に変形の発生が防止されることにより、配線基板１Ｃのハンドリングが容易となり、よっ
てハンドリング時におけるクラックや破損の発生を防止することができる。
【００７０】
　次に、上記構成とされた配線基板１Ｃの製造方法について説明する。
【００７１】
　配線基板１Ｃを製造する場合、先に図８（Ａ）～（Ｃ）及び図９（Ａ）を用いて説明し
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た製造方法は、本実施形態においても同様であるため、その説明は省略する。図１２（Ａ
）は、図９（Ａ）に示した図と等価である。よって、これ以降の製造工程について説明す
るものとする。
【００７２】
　図１２（Ａ）に示すように、第２絶縁層２０ａに第３配線層１８ｂが形成されると、第
２絶縁層２０ａの上面及び第３配線層１８ｂの上面にＣｕよりなるシード層２７が形成さ
れる。続いて、シード層２７が形成された上部にレジスト材が形成されると共に、補強体
５０Ｂの形成位置を除く部分を除去するパターニングが行われる。図１２（Ｂ）は、パタ
ーニングが実施されたレジスト材２８を示している。このレジスト材２８は、第３配線層
１８ｂを覆うように形成されている。
【００７３】
　レジスト材２８が形成されると、続いてシード層２７を給電層としてＣｕの電解めっき
が行われる。これにより、各レジスト材２８の間に補強体５０Ｂが形成される。尚、本実
施形態では補強体５０Ｂの材料としてＣｕを用いているためＣｕを電解めっきしたが、補
強体５０Ｂの材料を他の材料（例えば、Ｎｉ）とした場合には、当該材料（Ｎｉ）による
電解めっきを行う。
【００７４】
　上記のように第２絶縁層２０ａの上部に補強体５０Ｂが形成されると、レジスト材２８
は除去される。図１３（Ｂ）は、レジスト材２８が除去された状態を示している。
【００７５】
　このように補強体５０Ｂが形成された後は、第２実施形態で図９（Ｃ），（Ｄ）及び図
１０（Ａ）～（Ｃ）を用いて説明したと同一の工程が実施され、これにより図１１に示す
配線基板１Ｃが製造される。尚、図１３（Ｃ）は図１０（Ｂ）に対応し、図１３（Ｄ）は
図１０（Ｃ）に対応する。
【００７６】
　上記した製造方法によれば、補強体５０Ｂは各絶縁層２０，２０ａ，２０ｂ，２０ｃ及
び各配線層１８，１８ａ，１８ｂ，１８ｃ，１８ｄをビルドアップする工程において一括
的に形成することができるため、容易かつ安価に補強体５０Ｂを有した配線基板１Ｃを製
造することができる。また、補強体５０Ｂの形状変更もレジスト材２８のパターニングを
適宜変更することにより比較的容易に行うことができる。また、前記した他の実施形態と
異なり補強体をマウントする工程が無いため、ビルドアップの既存プロセス装置を流用し
て補強体５０Ｂを形成することができる。
（第４実施形態）
　次に、本発明の第４実施形態について説明する。図１４は第４実施形態である配線基板
１Ｄを示す断面図であり、図１５乃至図１７は配線基板１Ｂの製造方法を示している。
【００７７】
　前記した第２及び第３実施形態に係る配線基板１Ｂ，１Ｃは、補強体５０Ａ，５０Ｂを
配線部材３０Ｂ，３０Ｃの中心位置に形成した構成とされていた。このため、配線基板１
Ｂ，１Ｃの製造工程においても、補強体５０Ａ，５０Ｂを配設する工程は１回のみ行われ
ていた。
【００７８】
　これに対して本実施形態に係る配線基板１Ｄは、補強体５０Ａ-1と補強体５０Ａ-2を配
線部材３０Ｄの厚さ方向に対する中心位置を挟んでその上下に離間して配置した構成とし
たことを特徴としている。従って、配線基板１Ｄの製造工程においては、補強体の搭載処
理を複数回（本実施形態では２回）実施する。
【００７９】
　本実施形態に係る配線基板１Ｄでは、配線部材３０Ｄの内部に複数の補強体５０Ａ-1，
補強体５０Ａ-2が存在するため、応力や外力に起因した配線基板１Ｄの変形をより確実に
防止することができる。
【００８０】
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　次に、上記構成とされた配線基板１Ｄの製造方法について説明する。
【００８１】
　配線基板１Ｄを製造するには、先ず図１５（Ａ）に示すように、支持体１０を用意する
。本実施例では支持体１０として銅箔を用いている。第２実施形態で説明したと同様に、
支持体１０にはソルダーレジスト２１及びパッド表面めっき層２５が形成されている。
【００８２】
　この支持体１０上には、第２及び第３実施形態で説明した同様の方法により、第１配線
層１８が形成される。続いて、この第１配線層１８が形成された支持体１０の上部には、
絶縁層半体２０-1が形成される。この絶縁層半体２０-1は、前記した各実施例で用いた絶
縁層の材料と同一材料であり、エポキシ系樹脂、ポリイミド系樹脂などの樹脂材が使用さ
れる。
【００８３】
　このように絶縁層半体２０-1が形成されると、図１５（Ｂ）に示すように、この絶縁層
半体２０-1の上部に第１の補強体５０Ａ-1が搭載される。この第１の補強体５０Ａ-1は、
前記した第１及び第２実施形態で用いた補強体５０Ａと同一構成のものである。この補強
体５０Ａ-1は、接着剤を用いて絶縁層半体２０-1上に仮止めされる。また、この仮止めの
際、前記のようにガイドピンを用いて位置決めを行う構成としてもよい。
【００８４】
　絶縁層半体２０-1上に補強体５０Ａ-1が搭載されると、続いて絶縁層半体２０-1上に補
強体５０Ａ-1を覆うように絶縁層半体２０-2が形成される。この絶縁層半体２０-2もエポ
キシ系樹脂、ポリイミド系樹脂などの樹脂材であり、絶縁層半体２０-1に上記の樹脂材よ
りなる樹脂フィルムをラミネートした後に、この樹脂フィルムをプレス（押圧）しながら
１３０～１５０℃の温度で熱処理して硬化させることにより形成することができる。この
際、絶縁層半体２０-1と絶縁層半体２０-2は一体化し、よって図１５（Ｃ）に示すように
第１絶縁層２０が形成される。
【００８５】
　次いで、図１５（Ｄ）に示すように、第１絶縁層２０に接続パッド１８が露出するよう
にレーザ加工法等を用いて第１ビアホール２０Ｗを形成する。続いて前記したセミアディ
ティブ法を用い、支持体１０上に形成された接続パッド１８に対し、第１ビアホール２０
Ｗを介して接続される第２配線層１８ａを形成する。図１６は（Ａ）は、第２配線層１８
ａが形成された状態を示している。
【００８６】
　次いで、上記と同様な工程（ビルドアップ工程及びセミアディティブ工程）を繰り返す
ことにより、第２配線層１８ａの上部に第２絶縁層２０ａ，第３配線層１８ｂ，第３絶縁
層２０ｂ，及び第４配線層１８ｃを形成する。図１６（Ｂ）は、各絶縁層２０，２０ａ，
２０ｂ及び各配線層１８，１８ａ，１８ｂ，１８ｃが積層形成された状態を示している。
【００８７】
　続いて、この第４配線層１８ｃが形成された第３絶縁層２０ｂの上部には、絶縁層半体
２０ｃ-1が形成される。この絶縁層半体２０-1も前記した各実施例で用いた絶縁層の材料
と同一材料であり、エポキシ系樹脂、ポリイミド系樹脂などの樹脂材が使用される。また
、この絶縁層半体２０ｃ-1の厚さも前記の絶縁層半体２０-1と同様に10μｍ程度とするの
が望ましい。
【００８８】
　このように絶縁層半体２０ｃ-1が形成されると、図１６（Ｃ）に示すように、この絶縁
層半体２０ｃ-1の上部に第２の補強体５０Ａ-2が搭載される。この第２の補強体５０Ａ-2
も前記した第１及び第２実施形態で用いた補強体５０Ａと同一構成のものである。この補
強体５０Ａ-2は、接着剤を用いて絶縁層半体２０ｃ-1上に仮止めされる。また、この仮止
めの際、前記のようにガイドピンを用いて位置決めを行う構成としてもよい。
【００８９】
　絶縁層半体２０ｃ-1上に第２の補強体５０Ａ-2が搭載されると、続いて絶縁層半体２０
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ｃ-1上に補強体５０Ａ-2を覆うように絶縁層半体２０ｃ-2が形成される。この絶縁層半体
２０ｃ-2もエポキシ系樹脂、ポリイミド系樹脂などの樹脂材であり、前記した絶縁層半体
２０-2と同様に形成される。これにより、絶縁層半体２０ｃ-1と絶縁層半体２０ｃ-2は一
体化し、よって図１６（Ｄ）に示すように第４絶縁層２０ｃが形成される。
【００９０】
　次いで、図１７（Ａ）に示すように、第４絶縁層２０ｃに第４配線層１８ｃが露出する
ようにレーザ加工法等を用いて第４ビアホール２０Ｚを形成する。続いて前記したセミア
ディティブ法を用い、第４配線層１８ｃに対して第４ビアホール２０Ｚを介して接続され
る第５配線層１８ｄを形成する。図１７は（Ｂ）は、第５配線層１８ｄが形成された状態
を示している。以上の工程を経ることにより、配線部材３０Ｄが形成される。
【００９１】
　尚、本実施形態においても、５層のビルドアップ配線層（第１～第５配線層１８～１８
ｄ）を形成したが、ｎ層（ｎは１以上の整数）のビルドアップ配線層を形成してもよい。
【００９２】
　上記のように配線部材３０Ｄが形成されると、第４絶縁層２０ｃ上には図１７（Ｃ）に
示すように、所定位置に開口部が設けられたソルダーレジスト２２が形成される。このソ
ルダーレジスト２２の開口部内に露出する第５配線層１８ｄが外部接続端子となる。この
開口部から露出した第５配線層１８ｄの表面には、パッド表面めっき層２６が形成される
。このパッド表面めっき層２６は、前記したパッド表面めっき層２５と同一の構成である
。
【００９３】
　次に、前記した第２及び第３実施形態と同様に、支持体として機能してきた支持体１０
を除去する。これにより、図１４に示す配線基板１Ｄが製造される。
【００９４】
　上記した製造方法によれば、複数の補強体５０Ａ-1，５０Ａ-2を容易に配線部材３０Ｄ
の内部に組み込むことができ、変形の発生を有効に防止できる配線基板１Ｄを容易に製造
することができる。
【００９５】
　以上、本発明の好ましい実施例について詳述したが、本発明は上記した特定の実施形態
に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載された本発明の要旨の範囲内において
、種々の変形・変更が可能なものである。
【００９６】
　例えば、上記した各実施例では補強体５０Ａ，５０Ａ-1，５０Ａ-2，５０Ｂの形状を図
３に示すようにメッシュ形状としたが、補強体の形状はこれに限定されるものではない。
例えば、図１８（Ａ）に示す配線基板１Ｅのように、線状部材５１Ｂを平面視で十字形状
に交錯するよう配置した構成としてもよい。
【００９７】
　また、図１８（Ｂ）に示す配線基板１Ｆように、２本の補強体５０Ｂを平面視で配線基
板１Ｆの対角線状に交錯するように配置した補強体５０としてもよい。また、図１８（Ｃ
）に示す配線基板１Ｆように、複数の線状部材５１Ｂがアスタリスク形状となるよう交錯
する構成の補強体５０Ｅとしてもよい。更に、配線基板内に発生する応力の大きさや方向
、配線基板に印加されることが予想される外力の大きさや印加方向に応じ、補強体を構成
する線状部材の交錯形態は適宜変更が可能なものである。尚、図１８（Ａ）～（Ｃ）にお
いて、符号１１で示すのは各配線基板１Ｅ～１Ｇに実装される半導体チップの外形を示し
ている。
【００９８】
　また、上記した各実施形態では、補強体５０Ａ～５０Ｅ，５０-1，５０-2を構成する線
状部材５１Ａ，５１Ｂの形状を直線形状としたが、線状部材５１Ａ，５１Ｂを曲線形状や
鋸歯形状或いは他の形状とし、これを交錯させた構成としてもよい。
【００９９】
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　また、上記した各実施形態に係る配線基板１Ｂ～１Ｇは、支持体１０が除去された面（
第１配線層１８が形成された面）が外部接続端子が接続される面とされ、その反対側の面
（第５配線層１８ｄが形成された側の面）がチップ搭載面とされていた。しかしながら、
これを逆にして支持体１０が除去された面をチップ搭載面とし、その反対側の面を外部接
続端子が接続される面とすることも可能である。
【０１００】
　また、第２実施形態において説明したように、支持体１０の両面に補強体５０Ａを設け
た配線部材３０Ｂ形成することも可能であり、この構成とした場合には、ひとつの支持体
１０を用いてふたつの配線基板１Ｂを製造することができるため、製造効率の向上を図る
ことができる。これは、第３実施形態以降の各実施形態においても同様にいえることであ
る。
【０１０１】
　更に、２枚の支持体を接合することにより積層して積層体を作製し、この積層体の両面
に前記した各実施形態で説明した方法により配線基板（配線部材）を形成し、その後に接
合部を除去することにより積層体を各支持体に分離し、次いで各支持体を除去することに
より配線基板を形成する構成としてもよい。この方法を用いることにより、更に製造効率
の向上を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【０１０２】
【図１】図１（Ａ）及び（Ｂ）は、従来の一例である配線基板及びその問題点を説明する
ための図である。
【図２】図２は本発明の第１実施形態の配線基板の部分断面図である。
【図３】図３は、本発明の第１実施形態の配線基板の平面図である。
【図４】図４（Ａ）～（Ｄ）は、本発明の第１実施形態の配線基板の製造方法を説明する
ための断面図（その１）である。
【図５】図５（Ａ）～（Ｅ）は、本発明の第１実施形態の配線基板の製造方法を説明する
ための断面図（その２）である。
【図６】図６（Ａ）～（Ｃ）は、本発明の第１実施形態の配線基板の製造方法を説明する
ための断面図（その３）である。
【図７】図７は本発明の第２実施形態の配線基板の部分断面図である。
【図８】図８（Ａ）～（Ｃ）は、本発明の第２実施形態の配線基板の製造方法を説明する
ための断面図（その１）である。
【図９】図９（Ａ）～（Ｄ）は、本発明の第２実施形態の配線基板の製造方法を説明する
ための断面図（その２）である。
【図１０】図１０（Ａ）～（Ｃ）は、本発明の第２実施形態の配線基板の製造方法を説明
するための断面図（その３）である。
【図１１】図１１は本発明の第３実施形態の配線基板の部分断面図である。
【図１２】図１２（Ａ），（Ｂ）は、本発明の第３実施形態の配線基板の製造方法を説明
するための断面図（その１）である。
【図１３】図１３（Ａ）～（Ｄ）は、本発明の第３実施形態の配線基板の製造方法を説明
するための断面図（その２）である。
【図１４】図１４は本発明の第４実施形態の配線基板の部分断面図である。
【図１５】図１５（Ａ）～（Ｄ）は、本発明の第４実施形態の配線基板の製造方法を説明
するための断面図（その１）である。
【図１６】図１６（Ａ）～（Ｄ）は、本発明の第４実施形態の配線基板の製造方法を説明
するための断面図（その２）である。
【図１７】図１７（Ａ）～（Ｃ）は、本発明の第４実施形態の配線基板の製造方法を説明
するための断面図（その３）である。
【図１８】図１８は、第１実施形態で用いた補強体の変形例である補強体を用いた配線基
板の平面図である。



(15) JP 2009-135184 A 2009.6.18

10

20

【符号の説明】
【０１０３】
１Ａ～１Ｇ　配線基板
１０　支持体
１３　保護テープ
１４　Ｃｕ箔
１６，２８　レジスト材
１７　ベース体
１８　第１配線層
１８ａ　第２配線層
１８ｂ　第３配線層
１８ｃ　第４配線層
１８ｄ　第５配線層
２０　第１絶縁層
２０-1，２０-2，２０ｃ-1，２０Ｃ-2　絶縁層半体
２０ａ　第２絶縁層
２０ｂ　第３絶縁層
２０ｃ　第４絶縁層
２７　シード層
３０Ａ～３０Ｄ　配線部材
５０Ａ～５０Ｅ，５０-1，５０-2　補強体
５１Ａ，５１Ｂ　線状部材

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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